
子育て 講演 相談 お知らせイベント展覧会募集教育 スポーツ

知って得する暮らしの情報を紹介します。
気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

日時　　　場所　　　料金　　　問い合わせ　　　申し込み問

  健康医療政策課　TEL.0296-77-9145  健康医療政策課　TEL.0296-77-9145

  農業委員会  農業委員会
岩間支所（笠間市下郷5140）岩間支所（笠間市下郷5140）

TEL.0299-37-6611TEL.0299-37-6611
※ 3 月 31 日まで※ 3 月 31 日まで

  農政課（内線 527）  農政課（内線 527）

　エビデンスに基づいた健康を考えた食べ方について分か
りやすくお話しいただきます。
　この機会に「食べ物と健康の関係」を一緒に考えてみま
せんか。
内　容　講演「茨城県民の栄養健康データから
　　　　　　　　　　これからの健康長寿を探る」

　　　　講師　東京大学　名誉教授 佐
さ

々
さ

木
き

 敏
さとし

さん

　  　 ３月 26 日（木）　午後２時～４時
　 問  　 友部公民館　大ホール
　　　　（笠間市中央 3-3-6）
定　員　200 名（事前申込不要）
　  　 無料
主　催　一般社団法人日本人間健康栄養協会 茨城支部

　無農薬栽培で好きな野菜や花を栽
培して、自然と触れ合いながら植物
を育てる楽しみや収穫する喜びを味
わってみませんか。

対 象 者　農業を営んでいない方
利用期間　４月１日から令和９年３月 31 日まで
　　　　　（更新可）
使 用 料　年間 10,470 円（１区画約 30㎡）
　　　　　※年度途中からの利用の場合は月割となります。
　 問   　 笠間市橋爪 595　（「いこいの家はなさか」隣接）
申込方法　電子申請、または申請書とアン

ケートを農政課へ提出してくだ
さい。

健康づくり講演会を開催します健康づくり講演会を開催します「市民農園 生き活き菜園 はなさか」「市民農園 生き活き菜園 はなさか」
令和 8 年度利用者募集中！令和 8 年度利用者募集中！

農業委員会事務局移転による受付窓口の変更にご注意ください農業委員会事務局移転による受付窓口の変更にご注意ください
　農業行政の連携強化を図るため、農業委員会事務局の執務場所を次のとおり移転します。

〈４月１日から〉
笠間市役所 本所（笠間市中央 3-2-1）　TEL.0296-77-1101

詳しくはこちら

詳しくはこちら

３３月の納税等月の納税等

毎月お知らせしている納税などにつ
いて、3月分の該当はありません
（固定資産税・国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料・介護保険料・
市県民税など）。

自分の健康は自分で守る！
健やかな食生活を維持し健康寿命を延伸しましょう

※免税軽油申請をされる方は、申請に必要な耕作証明書の発行が４月１日以降、本所窓口となります。
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笠間市長選挙および笠間市議会議員補欠選挙のお知らせ

♦投票できる方
　今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしてい
る方です。
・年齢要件　平成20年４月13日までに生まれた方
・住所要件　令和８年１月４日までに笠間市に住民登録

をされた方（転入届をされた方）で、引き
続き３カ月以上笠間市内に住所を有してい
る方

♦投 票 所
　投票は、市内 51 か所の投票所で行われます。各世帯
に郵送される「入場券」に投票所の略図が記載されてい
ますので、自分の投票所を確認してください（「入場券」
は３月下旬から順次発送）。

♦投票所入場券
・投票入場券は、選挙が近づいたことをお知らせするこ

とと、投票所での本人確認をスムーズに行うことを目
的に、有権者の各世帯へ送付しています。

・投票入場券は、美術館などの入場券とは異なるもの
で、入場券がないと投票所へ入れないといったこと
や、投票ができないということはありません。

・投票所入場券を破損または紛失した場合やお手元に届
いていない場合でも、笠間市の選挙人名簿に登録され
ている方であれば、投票できますので投票所の係員ま
でお申し出ください。

〈投票所入場券の様式が変更になりました〉
・これまでの「封筒サイズ（４名連記）」から「は

がきサイズ（圧着式・４名連記）」になりました。

♦投票時間
　投票時間は、どの投票所も終了時刻を２時間繰り上げ、
午前７時から午後６時までです。その時間以外には投票
することができませんので、ご注意ください。

 市選挙管理委員会（総務課内：内線 206） 市選挙管理委員会（総務課内：内線 206）

♦期日前投票
　投票日当日に所用などのため投票所で投票できない方
は、期日前投票により投票することができます。入場券裏
面の宣誓書に必要事項を記入のうえ、持参してください。
・期間　４月６日（月）～４月11日（土）
・時間　午前８時30分～午後８時まで
・場所　笠間市役所 本所および各支所

♦不在者投票
　４月６日（月）からできますが、事前に手続きが必要で
す。お早めに市選挙管理委員会にお問い合わせください。

〈対象〉
・笠間市に住民登録をしているが、笠間市外に滞在もし

くは旅行している方
・病院に入院、施設に入所している場合など

♦郵便投票
　重度の障がいがある方（身体障害者手帳・戦傷病者手
帳をお持ちで、法律の定める一定の障がいを有する方お
よび介護保険法上の要介護 5 の方）で、投票所で投票す
ることができない方のために郵便投票の制度がありま
す。この郵便投票による投票用紙の請求期限は、4 月 8
日（水）までです。
　なお、郵便投票をするには、郵便投票証明書が必要と
なりますので、お早めに市選挙管理委員会にお問い合わ
せください。

♦選挙公報
　各候補者の経歴や政見などを記載した選挙公報を、4
月 8 日（水）に新聞折込で配布します。新聞を購読され
ていない方は、市選挙管理委員会までお問い合わせくだ
さい。
　なお、選挙公報は市役所のほか市の公共施設にも備え
付けます。

♦開　　票
　即日開票で、4 月 12 日（日）午後 7 時 30 分から笠間
市民体育館で行います。
　なお、投・開票の状況は市ホームページで確認できます。

４月 12日（日）は、笠間市長選挙および笠間市議会議員補欠選挙（欠員１名）の投票日です。
選挙は、私たちの代表を選ぶ大切な機会です。安易に棄権することなく進んで投票しましょう。

15

詳しくはこちら

情報しっとく日和　広報かさま 2026 年３月号

https://www.city.kasama.lg.jp/page/dir017065.html


第 2日曜日

天狗の郷
バザール
de
いわま

※４月 12 日（日）は、
笠間市長選挙のため

中止となります。

 根
ね

本
もと

（TEL.090-3009-7883）

友部駅前フリーマーケット
第 4日曜日

 ４月 26 日（日）午前９時～午後１時

問  地域交流センターともべ「トモア」まちの広場

 柏
かしわ

崎
ざき

（TEL.090-1880-6317）

年金相談や年金請求などの
お手続きが無料でできます 街角の年金相談センター水戸

予約受付専用電話 0570-05-4890（ナビダイヤル） 
水戸市南町 3-4-10　水戸 FF センタービル１階
電話：029（231）6541
水戸駅北口から徒歩 15 分：「南町３丁目」バス停下車
駐車場は南町３丁目パーキングをご利用ください。

受付時間：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　8 時30分～ 17 時15分まで　※月曜日19 時まで
　　　　　お電話による年金相談は受け付けておりません。

日本年金機構から委託を受け全国社会保険労務士会連合会が運営しています。

　こどもが病気にかかり、保護者が仕事を休めないときや体調不良などの事情により家庭で保育を行うことがで
きない。そんな困りごとはありませんか。病児保育室では、保育士や看護師が専用の部屋で一時的にお預かりし
ます。

◆ 対象児童（次のすべてを満たす場合）
１．市内居住・在勤の保護者の生後６か月～小学

６年生までのこども
２．こどもが病気やケガにより安静を必要とし、

集団保育が困難な場合
３．保護者の勤務の都合、病気や冠婚葬祭、介護

などにより家庭での保育が困難な場合

◆　  　 
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前８時～午後６時
※電話での問い合わせは、午前７時 30 分～午後６時

◆　 問  　 
地域医療センターかさま　病児保育室

（笠間市南友部 1966-1）

◆ 定　　員　３名

◆　  　 
・市内居住　　2,000 円 / 日　1,000 円 / ５時間以内
・市内在勤　　2,500 円 / 日　1,500 円 / ５時間以内

◆ 対象疾患　　
・感冒、消化不良等お子さんが日常かかる疾患
・麻しん、水痘、風しん、インフルエンザなど
　の感染性疾患
・ぜん息などの慢性疾患
・やけど、骨折などの外傷性疾患

◆ 利用方法
　事前の利用登録が必要です。詳
しくは右の二次元コードをご確認
ください。

病児保育室を利用できます

  地域医療センターかさま  地域医療センターかさま
　   病児保育室（TEL. 0296-71-8680）　   病児保育室（TEL. 0296-71-8680）

詳しくはこちら
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アミ戸張り替え

10％OFF
アミ戸張り替え

10％OFF

暖かくなってきましたね。
そろそろアミ戸の出番です。

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります！
　国民年金第 1 号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間国民年金保険料が免除されます。

○対象者

　妊娠85日（４か月）以上の出産（死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む）をした方のうち、産前産後期間に

「国民年金第１号被保険者期間」を有する方

○免除期間

　出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が

属する月の３か月前から６か月間の国民年金保険料が免除されます。

　免除が認められた期間は、保険料を納めた期間として扱われます。

○届出時期

　出産予定日の６か月前から届出が可能

○手続きに必要なもの

　（マイナポータルから電子申請もできます）

　〈出産前に届出の提出をする場合〉
　　母子健康手帳など、出産予定日を明らかにするもの

　〈出産後に届出の提出をする場合〉
・出産日は市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日

　および親子関係を明らかにする書類

・本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証など）

・基礎年金番号のわかるもの（年金手帳または基礎年金番号通知書）

・委任状（本人以外が窓口で申請する場合）

    届  保険年金課（内線 142）　 保険年金課（内線 142）　
　　　 笠間支所保険福祉課（内線 72135）　岩間支所保険福祉課（内線 73182）　　　 笠間支所保険福祉課（内線 72135）　岩間支所保険福祉課（内線 73182）

マイナポータル
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エコフロンティアかさま維持管理状況エコフロンティアかさま維持管理状況
　令和７年10～12月における廃棄物の受け入れと施設モニタリング、浸出水の放流について、事業団から資料の提供を受け、
維持管理状況を確認しました。

国民健康保険「令和 8 年度人間ドック・国民健康保険「令和 8 年度人間ドック・
脳ドック費用」を補助します脳ドック費用」を補助しますくらしの相談くらしの相談

特設無料人権相談特設無料人権相談

 ４月 23 日（木）午前 10 時～午後３時
問  笠間公民館（笠間市石井 2068-1）

 水戸地方法務局（TEL.029-227-9919）

行政書士無料相談会行政書士無料相談会

 ４月 15 日（水）午後１時～４時
問  市役所本所（笠間市中央 3-2-1）

 茨城県行政書士会（TEL.029-305-3731）

　国民健康保険に加入している皆さんの生活習慣病などを予防す
るために、人間ドック・脳ドックの受診費用の一部を補助します。
　詳しくは、３月 19 日（木）発行の広報かさま「お知らせ版」
でお知らせします。

◆対象者
　令和８年４月１日現在 40 歳以上で受診日に 74 歳以下の笠
間市国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険税を完
納している世帯の方

◆受付期間
　４月 10 日（金）～ 22 日（水）※土日は除く

◆窓口受付時間
　午前８時 45 分～午後５時

◆応募方法　
　電子申請、窓口または郵送で申請

※結果は、５月中旬ごろに通知でお知らせします。応募者
が定員を超えた場合は、抽選で当選者を決定します。

【注意事項】
・応募は、人間ドック・脳ドックのいずれか一方のみ
・令和６・７年度に市の補助で脳ドックを受診した方は、令和８

年度脳ドックの応募はできません（人間ドックの応募は可能）。

行政相談行政相談

 ４月 22 日（水）午後１時～３時
問  地域交流センターともべ「トモア」
　  （笠間市友部駅前 1-10）

 秘書課（内線 228）

  保険年金課（内線 144）  保険年金課（内線 144）

 資源循環課（内線128） 資源循環課（内線128）

【廃棄物の受け入れ】
・エコフロンティアかさまでは、産業廃棄物（ガラスくず・コ
ンクリートくずおよび陶磁器くずやがれき類など）と、一般
廃棄物（焼却灰など）を受け入れ、受入廃棄物の種類ごとに
大きさなどの受入基準を設けているほか、受入廃棄物が金属
などを含む場合の判定基準は、国が定める基準値より大幅に
低い数値を独自基準として運用しています。
・金属などを含む廃棄物の抜き取り検査を行った結果、すべて
の試料（焼却灰（一廃）・燃え殻（産廃）・ばいじん（産
廃）・無機性汚泥（産廃））で受入基準値を下回っていまし
た。

【施設モニタリング・浸出水の放流】
・最終処分場は、令和７年９月末までに全体容量240万㎥の
うち約91%の埋立状況となり、令和７年10～12月中に埋立
処理した廃棄物は17,484tでした。

・埋立処理した主な廃棄物の割合は、がれき類が33%、燃え
殻が27%、ガラスくず・コンクリートおよび陶磁器くずが
19%です。

・流入水（浸出水）については、有害金属としてヒ素が検出さ
れましたが、放流基準値以下でした。また、放流水（処理
水）は、すべての項目で放流基準値以下でした。なお、放流
水は笠間市の公共下水道に放流しています。

・地下水については、場内４か所の観測井戸のうち、環境基準
項目では基準値を超過する項目はありませんでした。水道水
質基準項目では１か所でヒ素が、２か所で総鉄や総マンガン
が基準値を超過していましたが、過去と比較して大きな変動
はありませんでした（飲用には供していません）。

各種検査結果などは、
エコフロンティアかさ
まのホームページ（左
の二次元コード）で確
認できます。

18広報かさま 2026 年３月号　情報しっとく日和

https://ef-kasama.or.jp/ecofrontier/disclosure/

